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少年院及び少年鑑別所における規律及び秩序の維持等に関する訓令の運用に

ついて（依命通達） 

 標記について、下記のとおり定め、少年院及び少年鑑別所における規律及び秩序の

維持等に関する訓令（平成２７年法務省矯少訓第２５号大臣訓令。以下「訓令」とい

う。）の施行の日（平成２７年６月１日）から実施することとしたので、遺漏のない

よう配意願います。 

記 

１ 指定職員の職務に関し必要な研修及び訓練（訓令第３条関係） 

平成１８年５月２３日付け法務省矯総第３２７３号当職依命通達「矯正職員の研

修に関する訓令の運用について」記の１の（１）に規定する初任科（法務教官基礎

科又は法務技官基礎科に係るものに限る。）を終えた者は、少年院法施行規則（平

成２７年法務省令第３０号）第１４条又は少年鑑別所法施行規則（平成２７年法務

省令第３１号）第１１条に規定する研修及び訓練を修了したものとすること。 

２ 物品の貸与（訓令第６条関係） 

 ⑴ 法務教官及び法務技官手帳及び呼子笛の収納 

   法務教官及び法務技官手帳及び呼子笛の収納箇所については、昭和５９年３月

２１日付け法務省矯保第５４５号当職通達「通常点検の方法について」記の４に

準じること。 

 ⑵ 法務教官及び法務技官手帳の制式 

   法務教官及び法務技官手帳の制式については、平成３０年１月２５日付け法務

省矯少第１８号当職通達「少年院及び少年鑑別所に勤務する法務教官及び法務技



官手帳の制式等について」に定めるところによること。 

３ 催涙スプレーの管理、携帯及び使用（訓令第７条及び第１６条関係） 

催涙スプレーの管理、携帯及び使用については、訓令第７条及び第１６条に定め

るもののほか、令和６年２月５日付け法務省矯成第１６１号当職依命通達「催涙ス

プレーの管理及び使用について」に定めるところによること。 

４ 保安原則（訓令第８条関係） 

少年施設の居室の出入口に設置している錠を開閉する際に使用する鍵の管理に

ついては、平成１８年５月２３日付け法務省矯成第３２６５号当職通達「居室本錠

かぎの管理について」に定めるところによること。 

５ 報告及び記録（訓令第９条関係） 

⑴ 警備用具の使用の報告 

訓令第９条第１項後段の報告の書面に記載する事項は、次のとおりとするこ

と。 

ア 使用の日時 

イ 使用場所 

ウ 警備用具の種類及び使用方法 

エ 指揮者 

オ 実施者 

カ 使用要件に該当する事実 

キ 被使用者の動静 

ク 被使用者の負傷の有無及び程度 

ケ 医師の診察の有無 

⑵ 手錠（護送時における第一種の手錠を除く。）の使用等の報告 

訓令第９条第３項の報告の書面に記載する事項は、次のとおりとすること。 

ア 使用開始、使用方法の変更又は使用中止の日時 

イ 使用場所 

ウ 手錠の種類及び使用方法 

エ 指揮者 

オ 実施者 

カ 使用要件に該当する事実又は使用要件が消滅した事実 

キ 被使用者の動静 

ク 被使用者の負傷の有無及び程度 

ケ 使用状況 

⑶ 保護室への収容等の報告 

訓令第９条第４項の報告の書面に記載する事項は、次のとおりとすること。 

ア 収容開始、収容期間の更新又は収容中止の日時 

イ 収容した保護室 

ウ 指揮者 



エ 実施者 

オ 収容若しくは収容期間更新の要件に該当する事実又は収容要件が消滅し

た事実 

カ 収容された者の動静 

キ 収容された者の負傷の有無及び程度 

ク 手錠の使用の有無 

ケ 医師の意見（保護室に収容し、又はその収容期間を更新した場合に限る。） 

⑷ 記録及び録画 

訓令第９条に規定する記録及び録画については、本通達に定めるもののほか、

平成１６年３月３１日付け法務省矯保第１１９９号当職通達「被収容者の動静等

の記録について」に定めるところによること。 

６ 所持品の検査（訓令第１４条関係） 

⑴ 損壊を伴う検査の対象となる所持品 

所持品の損壊を伴う検査（以下「解体検査」という。）によりその所持品の機

能を滅失させるおそれがある場合には、解体検査は行わないこと。 

⑵ 損壊を伴う検査の要件 

解体検査は、触手、金属探知機などの方法によっては十分な検査が行えず、か

つ在院者等の動静、差入れの状況などから検査の必要性が高いと認められる場合

に限ること。 

７ その他 

⑴ 少年施設の職員は、在院者等と物品を授受する場合、在院者等に書類を交付す

る場合その他の在院者等から署名又は指印を徴する必要がある場合には、その者

に対し、署名をし、又は指印を押なつするよう求めること。この場合において、

在院者等がその求めに応じないときは、複数の職員にその事実を確認させ、その

旨を記録するなどの措置を講ずること。 

⑵ 指印は、左手人差し指を使用して押なつさせること。ただし、左手人差し指の

欠損その他の事由により左手人差し指を使用して押なつさせることができない

ときは、他の指の指印を押なつさせて差し支えない。 

 


